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自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
市
や
厚

生
労
働
省
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ

た
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵

便
物
が
届
い
た
り
し
た
ら
、
臨
時

福
祉
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

549
１
７
８
０
、ま
た
は
、昭
島
警
察

署
☎
546
０
１
１
０
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　

市
や
厚
生
労
働
省
の
職
員
な
ど

  

が
、
給
付
金
を
支
給
す
る
た
め
に

手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を
依
頼

し
た
り
、
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ（
現
金

自
動
預
払
機
）の
操
作
を
依
頼
し

た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
市
民
の
方
に
、
世
帯
構

成
や
銀
行
の
口
座
番
号
な
ど
の
個

人
情
報
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
臨
時
福
祉
給
付
金

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
549
１
７
８
０

へ
。

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
に
伴
う
詐
欺
に
注
意

こ
の
よ
う
な
手
口
に
注
意

臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給

　
請
求
書
に
押
印
の
う
え
、平
成
27

年
４
月
１
日
〜
６
月
30
日
に
自
動

車
に
給
油
し
た
際
の
領
収
書
を
添

付
し
、
市
役
所
障
害
福
祉
係
、
あ
い

ぽ
っ
く
、東
部
出
張
所
の
い
ず
れ
か

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

締
め
切
り
日
を
過
ぎ
る
と
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
係
へ
。

審
議
会
・

�

委
員
会

あ
い
ぽ
っ
く

�

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

　

◆
健
康
係
☎ 

544
５
１
２
６

　

◆
保
健
指
導
係
☎ 

543
７
３
０
３

※
申
し
込
み
は
、午
前
８
時
30
分
か
ら

　
次
に
該
当
す
る
方
に
、児
童
扶
養

手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

◇
対
象　

18
歳
に
な
っ
て
最
初
の

年
度
末
ま
で（
中
程
度
の
障
害
が

あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）の
児
童

を
育
て
て
い
る
父
・
母
・
養
育
者

で
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
＊
離
婚
し
た

＊
行
方
不
明
な
ど
に
よ
り
、ひ
と
り

親
家
庭
と
み
な
さ
れ
る

＊
父
ま
た
は
母
に
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
・
２
級
程
度
の
障
害
が

あ
る

※
前
年
中
の
所
得
に
よ
る
審
査
が

あ
り
ま
す
。
所
得
制
限
額
は
、下

の
表
の
と
お
り
で
す
。

※
本
人
や
扶
養
義
務
者
の
所
得
超

過
な
ど
の
理
由
で
手
当
を
申
請

し
て
い
な
か
っ
た
が
、平
成
27
年

度
は
所
得
制
限
額
未
満
に
該
当

す
る
場
合
は
、７
月
中
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
老
齢
年
金
、遺
族
年
金
な
ど
の
公

的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

年
金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
を

下
回
る
場
合
の
み
差
額
を
支
給

し
ま
す
。

※
現
在
手
当
を
受
給
中
の
方（
停
止

中
の
方
を
含
む
）に
は
、
８
月
上

旬
に
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
の

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
手

当
・
医
療
助
成
係

へ
。

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
受
け
付
け

●
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室　
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
正
し
い
歩
き
方
を
学
び
ま

す
。　

日
時
７
月
30
日（
木
）の
午

後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分　

場
所

あ
い
ぽ
っ
く　

講
師
駒
崎 

優
さ
ん

（
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
研
究
所
代
表
）　
定

員
30
人（
初
め
て
の
方
優
先
／
申
込

順
）　

保
育
３
か
月
以
上
の
未
就
学

児
５
人（
申
込
順
）　
申
込
７
月
３
日

か
ら
保
健
指
導
係
へ

●
乳
幼
児
歯
科
健
診　
健
診
を
初
め

て
利
用
す
る
方
を
対
象
に
、
説
明
を

行
い
ま
す
。　
日
時
７
月
16
日（
木
）・

８
月
６
日（
木
）の
午
前
９
時
か
ら
、

８
月
３
日（
月
）の
午
後
１
時
か
ら　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　
対
象
１
歳
〜
２

歳
11
か
月
児　
※
希
望
者
は
４
歳
ま

で
継
続
可　
定
員
各
８
人（
申
込
順
）　

持
ち
物
歯
ブ
ラ

シ
、
コ
ッ
プ
、
タ

オ
ル　
申
込
７
月

３
日
か
ら
保
健
指

導
係
へ

●
離
乳
食
講
座

【
４
〜
６
か
月
児
対
象
】　
日
時
７
月

22
日（
水
）の
午
後
１
時
〜
２
時
30
分　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　

定
員
30
組（
申

込
順
）　
持
ち
物
ス
プ
ー
ン
、
小
皿
、

バ
ス
タ
オ
ル　
申
込
７
月
２
日
か
ら

保
健
指
導
係
へ

【
９
〜
12
か
月
児
対
象
】　
日
時
７
月

24
日（
金
）の
午
後
１
時
〜
２
時
30
分　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　

定
員
25
人（
申

込
順
）　

保
育
９
〜
12
か
月
児
25
人

（
申
込
順
）　
持
ち
物
ス
プ
ー
ン
、
小

皿
、
バ
ス
タ
オ
ル　
申
込
７
月
３
日

か
ら
保
健
指
導
係
へ

●
子
ど
も
講
演
会「
乳
幼
児
期
の
発

達
と
感
覚
の
は
な
し
」　

日
時
７
月

29
日（
水
）の
午
前
10
時
〜
11
時
30
分　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　
講
師
米
本
絹
子

さ
ん（
作
業
療
法
士
）　

定
員
30
人

（
申
込
順
）　
保
育
３
か
月
以
上
の
未

７月の乳幼児健診� 〈保健指導係〉
健 診 名 期 日・場 所 対　象

３～４か月児
　　　　健診

14日（火）・21日（火）
あいぽっく

平成27年
３月生まれ

１歳６か月児
　　歯科健診

13日（月）・27日（月）
あいぽっく

平成25年
12月生まれ

３歳児健診 ８日（水）・15日（水）
あいぽっく

平成24年
６月生まれ

※ ６～７か月児健診、９～ 10か月児健診は都内指
定医療機関で、１歳６か月児内科健診は市内指定
医療機関で、受診票を持って受診してください。
※ 受診せずに対象期間を過ぎた場合は、問い合わ
せてください。

就
学
児
25
人（
申
込
順
）　
申
込
７
月

２
日
か
ら
保
健
指
導
係
へ

●
初
め
て
の
歯
磨
き
教
室　
日
時
８

月
３
日（
月
）の
午
前
10
時
〜
11
時
30

分　
場
所
あ
い
ぽ
っ
く　
対
象
８
〜

11
か
月
児
と
保
護
者　

内
容
講
話
、

歯
磨
き
実
習
、
歯
の
相
談　
定
員
20

組（
申
込
順
）　

持
ち
物
歯
ブ
ラ
シ
、

タ
オ
ル　
申
込
７
月
３
日
か
ら
保
健

指
導
係
へ

●
２
歳
児
す
こ
や
か
教
室　
日
時
８

月
18
日（
火
）の
午
前
９
時
〜
11
時
15

分　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　

対
象
平

成
25
年
７
月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
と

保
護
者　

内
容
講

義
、親
子
あ
そ
び
、

育
児
・
栄
養
・
歯

の
相
談　

申
込
保

健
指
導
係
へ

●
住
居
表
示
審
議
会　
日
時
７
月
３

日（
金
）の
午
後
２
時
か
ら　
場
所
市

役
所
401
会
議
室　
傍
聴
直
接
会
場
へ　

〈
市
民
係
〉

●
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

日
時
７
月
３
日（
金
）・
７
日（
火
）・

15
日（
水
）・
24
日（
金
）の
午
後
１
時

30
分
か
ら　
場
所
市
役
所
３
階
庁
議

室　
傍
聴
直
接
会
場
へ　
〈
保
険
係
〉

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

日
時
７

月
16
日（
木
）の
午
後
２
時
30
分
か
ら　

場
所
市
役
所
３
階
庁
議
室　
傍
聴
直

接
会
場
へ　
〈
教
育
委
員
会
庶
務
係
〉

●
児
童
発
達
支
援
計
画
審
議
会

日
時
７
月
22
日（
水
）の
午
後
６
時
30

分
か
ら　
場
所
市
役
所
３
階
庁
議
室　

傍
聴
市
役
所
西
側
出
入
口
か
ら
直
接

会
場
へ　
〈
児
童
発
達
支
援
担
当
〉

▼平成27年度児童扶養手当所得制限額
（26年中所得に社会保険料相当額８万円控除後の額）
扶養
人数

本人の所得 扶養義務
者の所得全部支給 一部支給

０人   19万円 192万円 236万円
１人  57万円 230万円 274万円
２人   95万円 268万円 312万円
３人 133万円 306万円 350万円
４人 171万円 344万円 388万円
※ 医療費控除や老人扶養などがある場合、
一定額を所得から控除できます。
※扶養人数は、地方税法上の数です。

●
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
現
況
届

の
提
出
を　

現
在
受
給
中
の
方（
支

給
停
止
中
の
方
を
含
む
）に
現
況
届

を
送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入

し
、
７
月
31
日
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。提
出
の
な
い
場
合
、手
当
を

受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
所
得
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
平

成
27
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た

方
は
、
前
住
所
地
で
発
行
し
た
27
年

度
課
税（
非
課
税
）証
明
書
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。
26
年
中
の
所
得
を
申

告
し
て
い
な
い
方
は
、
市
役
所
市
民

税
係
で
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。　
〈
障

害
福
祉
係
〉

●
原
爆
被
爆
者
に
見
舞
金
を
支
給

対
象
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
原

爆
被
爆
者
健
康
手
帳
を
持
つ
方　
支

福
祉
・
健
康

給
年
額
１
万
円
を
８
月
上
旬
に
振
り

込
み　

申
請
原
爆
被
爆
者
健
康
手

帳
、
金
融
機
関
の
普
通
預
金
通
帳

を
持
っ
て
市
役
所
障
害
福
祉
係
で　

※
既
に
受
給
中
の
方
は
申
請
不
要　

〈
障
害
福
祉
係
〉

●
子
育
て
グ
ル
ー
プ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
議　
市
内
の
子
育
て
グ
ル
ー
プ
や

市
な
ど
が
協
働
し
て
子
育
て
支
援
活

動
を
展
開
す
る
子
育
て
グ
ル
ー
プ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
絡
会
が
、
グ
ル
ー

プ
間
で
の
情
報
交
換
や
子
育
て
情
報

の
発
信
を
行
い
ま
す（
申
込
不
要
）。　

日
時
７
月
３
日（
金
）の
午
前
10
時

〜
正
午　

場
所
市
役
所
201
会
議
室　

〈
子
ど
も
家
庭
支

援
セ
ン
タ
ー
〉

心
身
障
害
者
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
費
等
助
成
を
受
け
て
い
る
方
へ

平
成
27
年
度
第
１
期
分
の
請
求
は
７
月
10
日
ま
で

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

☎ 

543
９
０
４
６

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る

家
計
へ
の
負
担
を
軽
減
し
、
消
費

を
促
進
す
る
た
め
、
給
付
金
を
支

給
し
ま
す（
１
回
限
り
）。

　

受
給
に
は
、
平
成
27
年
１
月
１

日
現
在
で
住
民
登
録
の
あ
る
市
区

町
村
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
書
の
送
付
や
申
請
方
法
な

ど
詳
し
く
は
、
決
定
次
第「
広
報
あ

き
し
ま
」及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
対
象　

平
成
27
年
度
分
個
人
住

  

民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方

※
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方
、

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方

な
ど
を
除
き
ま
す
。

◇
給
付
額　
１
人
に
つ
き
６
０
０
０

円
　
昭
島
市
に
避
難
し
て
い
て
、臨
時

福
祉
給
付
金
の
対
象
で
あ
る
方
が
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、

昭
島
市
で
申
請
が
で
き
ま
す
。

　

事
前
に
申
し
出
が
必
要
で
す
の

で
、
臨
時
福
祉
給
付
金
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
☎
549
１
７
８
０
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

＊
27
年
１
月
１
日
現
在
で
昭
島
市

に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
な
い

＊
27
年
１
月
２
日
以
降
に
住
民
基

本
台
帳
の
閲
覧
制
限
な
ど
の
支

援
措
置
対
象
と
な
っ
て
い
る

☆
詳
し
く
は
、
臨
時
福
祉
給
付
金

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
549
１
７
８
０

へ
。

給付金の手続
きには手数料
が必要です

給付金の手続
きのため世帯
構成を教えて
ください

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に

昭
島
市
に
避
難
し
て
い
る
方
へ


